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別紙３ 



庁内体制の構築 

主管部局の選定の際には、新制度の目標である「生活困窮者の自立と尊厳の確保」や「生活 

困窮者支援を通じた地域づくり」に向けて取り組むことができ、かつ、包括的な支援体制が構 

築できるという観点から検討する必要がある。 

主管部局は、まず、庁内の部局を越えた連携体制の構築に向け調整・コーディネートする。 

具体的には、庁内の関係部署間における生活困窮者に関する情報共有の仕組みづくりなど、 

生活困窮者に関する紹介ルールの設定や定期的な会議の開催等を行い、生活困窮者に包括的な 

支援を提供するため、部局横断的な体制を構築することが必要である。福祉事務所はもとより、 

生活支援と一体的に就労支援を実施するため、雇用・経済分野の主管部局との連携や、滞納、 

家計に係る相談支援という視点からは、消費者行政担当部局や多重債務者相談窓口、税・保険 

の主管部局との連携についても強化する必要がある。 

 

地域ネットワークの構築（関係機関との連携、協議の場の設定） 

生活困窮者を早期に把握し、地域全体で包括的な支援体制を確保するため、地域の既存の社 

会資源ネットワークの活用や磨き上げを行いながら、新たに必要と思われる関係機関を整理し、 

連携体制を構築し、具体的な協働の仕組みを確保することが必要であり、自治体には主導的な 

役割が求められる。 

具体的な連携先として、以下のような例があげられるが、中でも、自立相談支援機関、福祉 

事務所、ハローワークの３者は特に緊密に連携する体制を構築することが重要である。 

福祉事務所設置自治体においては、図表2-2 も参考に連携機関の名簿を作成し、具体的な連 

携を行う必要がある。 

生活困窮者支援（対象者の把握・紹介・受入れ・つなぎ等）を通じた連携がネットワーク構 

築につながる場合、事前に協定の締結や協議会の立ち上げなどにより連携が可能又は円滑にな 

る場合があるが、自治体には、各種関係機関が要する機能や制度・事業内容を十分に理解した 

上で、適切にコーディネートしていくことが求められる。 

まずは、庁内連携体制の構築に向けた取組について検討する庁内プロジェクトチームを立ち 

上げ、次に、事業を開始する前から、地域内での関係機関が集まり、地域内の課題や対象者像 

について議論していくことは重要であり、その際は福祉分野に限らずライフライン事業者をは 

じめ広く様々な分野における関係機関の連携が必要である。 

外部の関係者が集まる協議の場については、既に地域に存在している組織・協議会等を活用 

することも効果的であり、例えば、地域包括ケアシステムの協議体や障害者福祉分野の（地域 

自立支援）協議会を活用することが考えられる。 

  



 


